
臨 時 記 者 会 見 
        日時 5 月 11 日（月）１5 時から 

  場所 市役所４階大会議室    

  

 

 

1 開  会 

 

2 配布資料の確認 

 

3 市長挨拶 

 

4 記者発表（市長） 

 

  新型コロナウイルス感染症の影響に対する新規応援事業について 

 

5 令和 2 年第 1 回韮崎市議会臨時会案件について（総務課長・総合政策課長） 

 

6 質疑応答 

 

7 そ の 他 

 

8 閉  会 
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応援券」発行補助事業 実施概要      

燈燈無尽とは、１つの灯が他の灯へ更に他の灯へと広がっていく様を親から子へ子から孫へ、先輩

から後輩へと良い行いや教えが尽きることなく受け継がれていくことを例えた言葉です。 

このことから、大きな力となって尽きることなく支援の輪が広がることを願い、飲食券や商品券等

（応援券）を燈燈無尽応援券としました。 

１ 趣旨・目的 

  新型コロナウイルス感染症により、大きく影響を受けている飲食業・小売業・サービス業（飲

食店等）を営む事業者への資金繰りや市民の家計への所得補助を行うため、プレミアム付きの

応援券（先行予約券）を発行する飲食店等の事業者に対してプレミアム分などに要する費用を

補助します。 

２ 補助金の対象事業 

  飲食店等が 20％のプレミアムを付けた応援券を発行し、販売を行う事業に補助します。なお、

飲食店等の応援券作成負担を軽減するため、共通様式の応援券を韮崎市商工会で作成し、希望

する事業者に配布します（共通様式のイメージは別紙）。 

【応援券の発行方法】 

 ⑴ 無尽パック方式：無尽客を対象に「パック料金×人数分」を記載した応援券を販売 

 ⑵ 商品券方式  ：額面が千円や 5百円などの応援券を販売（注：共通様式は千円券のみ） 

【応援券発行・販売例】 

⑴ 無尽パック方式 

例「一人 3千円プラン×5 人分＝15,000 円分の応援券」を「12,500 円」で販売 

⑵ 商品券方式 

例「千円×6 枚＝6千円分の応援券」を「5 千円」で販売 

３ 補助金の対象者 

⑴ 飲食店等を営む常時使用する従業員の数が 5人以下の会社若しくは個人 

⑵ 1 年以上市内に店舗や事業所等を有し、かつ同一の業種に属する事業を行っている者 

ただし、1年未満であっても創業計画等を作成し、起業を行った者は対象とします。 

４ 補助額 

応援券の発行・販売に係る次の経費を補助します。（補助率 10/10 相当。ただし、上限あり） 

対象経費 備考 

応援券のプレミアム分（20％） ・対象経費の合計が１店舗当たり 20 万円を超える場合は

20 万円が補助額となります。 

・対象経費のうち、プレミアム分は 3 分の 2 以上としてく

ださい（応援券の販売が主となる事業としてください）。 

委託費（HP 改修費） 

役務費（広告料） 

印刷製本費（応援券印刷） 

５ 申請手続き 

申請期間 令和 2年 4月 24 日（金）～令和 2 年 5月 29 日（金）17 時まで 

(注)商工会作成の応援券（様式）使用の場合、令和 2年 5月 15 日（金）までに申請 

 【申込先】 407-0024 韮崎市本町 1-5-25 韮崎市商工会 電話 0551-22-2204 

６ 予算額  燈燈無尽応援券発行補助事業費 21,148 千円 

７ 問い合わせ先 

  韮崎市産業観光課商工観光担当  電話 0551-22-1111（内線 213） 

  平日 8：30～17：00 
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応援券のイメージ
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韮崎市雇用調整助成金申請費補助金 実施概要 

 

１ 趣旨・目的 

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業者が

従業員等の雇用の維持を図るため、雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金の申請に要

した経費の一部を補助します。 

２ 対象事業者 

  以下の⑴から⑶の要件を満たす法人又は個人（開業届出者・青色申告者） 

 ⑴ 中小企業基本法第２条に基づく中小企業又は小規模事業者（※） 

 ⑵ 韮崎市内に店舗、工場、事業所等を有する者 

 ⑶ 韮崎市内で１年以上継続して同一事業を営む者 

※小規模事業者：常時使用する従業員が２０人以下（サービス業を主たる事業として営  

むものは５人以下）。 

３ 補助額 

  雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金の支給に必要な書類を社会保険労務士に委託

した場合の委託料（令和２年４月１日以降、最初に雇用調整助成金（緊急雇用安定助成金）

の支給について委託した委託料に限る）。 

・委託料の２分の１（小規模事業者※は１０分の１０）に相当する額。 

ただし、上限１０万円（１事業者につき１回まで）。 

４ 申請手続き（予定） 

 ⑴ 申請期間 令和２年５月中旬～令和２年７月３１日（金） 

 ⑵ 申請書類 

・申請書 ※後日、市ホームページに掲載します 

・雇用調整助成金等の支給申請書写し 

・社会保険労務士との契約書の写し 

 ⑶ 申請場所・方法  原則として郵送での提出 

407-8501 韮崎市水神１丁目３番１号 韮崎市産業観光課商工観光担当 行 

    ※感染拡大防止のため、来訪による申請はご遠慮ください。 

 ⑷ 申請後、審査の後に交付決定通知 

５ 予算額  雇用調整助成金申請費補助事業費 １８，４００千円 

６ 問い合わせ先 

  韮崎市産業観光課商工観光担当  電話０５５１-２２-１１１１（内線２１３） 

  平日 ８：３０～１７：００ 

７ 社会保険労務士の紹介等に関するご相談先 

  韮崎市商工会 電話０５５１－２２－２２０４ 平日８：３０～１７：００ 
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韮崎市小規模事業者応援給付金 実施概要 

 

１ 趣旨・目的 

  新型コロナウイルス感染症の影響を受けているがんばる小規模事業者の皆さんを対象

に事業継続を応援するため、応援給付金（１０万円）を支給します。 

２ 対象事業者 

  以下の⑴及び⑵の要件を満たすもの（※） 

 ⑴ 小規模事業者（商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第 

  ２条に規定する従業員２０人（卸売業・小売業・サービス業を主たる事業とする事業 

  者にあっては５人）以下の事業者） 

⑵ 韮崎市内に店舗、工場又は事業所を有し、申請日時点で事業を行っており、さらに 

 今後も事業を継続する意思のある者 

 ※医師、歯科医師、一般社団法人、公益社団法人、医療法人、宗教法人、学校法人、農 

業法人、農業の個人事業主、社会福祉法人等は除く 

３ 支給額 

  １事業者当たり１００，０００円（１回限りの支給） 

  ※事業者が複数の施設等を運営する場合でも、１事業者となります。 

４ 申請手続き（予定） 

 ⑴ 申請期間 令和２年５月１８日（月）～令和２年７月３１日（金）※当日消印有効 

 ⑵ 申請書類 

・応援給付金申請書兼請求書 ※後日、市ホームページに掲載します 

・事業概要（例：登記事項証明書の写し、パンフレット、ホームページなど） 

・営業実態確認書（例：直近の確定申告書の写し、営業許可書類の写しなど） 

・振込先口座確認書類（例：通帳の写し等） 

 ⑶ 申請場所・方法  原則として郵送での提出 

407-8501 韮崎市水神１丁目３番１号 韮崎市産業観光課商工観光担当 行 

    ※感染拡大防止のため、来訪による申請はご遠慮ください。 

 ⑷ 振込予定日 

    申請受付後、概ね２週間以内に振込 

５ 予算額   

応援給付金事業費 ８０，０００千円 

６ 問い合わせ先 

  韮崎市産業観光課商工観光担当  電話０５５１-２２-１１１１（内線２１３） 

  平日 ８：３０～１７：００ 
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